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厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の

施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令（令和２年

政令第 246 号。以下「上限改定政令」という。）が令和２年９月１日から施行さ

れることに伴い、厚生年金保険の標準報酬月額等級の上限を見直すとともに、上

限改定政令附則第２条第１項の規定により、令和２年９月の標準報酬月額が 62

万円であって、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が 63 万５千円以上で

ある者の標準報酬月額については、日本年金機構（以下「機構」という。）が、

新たに設けられた第 32 級の標準報酬月額へ改定することとされている。

標準報酬月額の改定については、「健康保険法及び厚生年金保険法における標

準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」（昭和 36 年１月 26 日

付け保発第４号。以下「昭和 36 年通知」という。）等により取り扱っていると

ころであるが、被保険者に固定的賃金の変動がありながら、標準報酬月額に２等

級以上の差が生じないために随時改定の対象とならず、機構に被保険者報酬月

額変更届の提出がされないこと等により、実際に被保険者が受けている報酬と

令和２年９月に適用される標準報酬月額との間に乖離が生ずる場合がある。

このため、当該乖離の解消を目的として、このような者については、令和２年

９月において、下記のとおり特例的な随時改定を行うこととするので、その運用

に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

記

機構は、次の１及び２のいずれかに該当する者について申し出があった場合

は、被保険者報酬月額変更届等の提出を受けることにより、同年９月に、当該者

に係る標準報酬月額の随時改定を行うこととする。



１.次のいずれかに該当する者

（昭和 36 年通知２（１）イ又はエに係る特例的な随時改定）

（１） 令和２年８月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 63 万５

千円未満であって、同年５月に固定的賃金の変動があり、同月から同年７月

までの３か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が66万５千

円以上である者

（２） 令和２年８月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 66 万５

千円以上であって、同年５月に固定的賃金の変動があり、同月から同年７月

までの３か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が60万５千

円以上 63 万５千円未満である者

（３） 令和２年８月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 66 万５

千円以上であって、同年６月に固定的賃金の変動があり、同月から同年８月

までの３か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が60万５千

円以上 63 万５千円未満である者

２.次のいずれかに該当する者

（昭和 36 年通知２（４）イ又はウに係る特例的な随時改定）

（１） 令和２年６月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 60 万５

千円未満であって、同年４月に固定的賃金の変動があり、同月から同年６月

までの３か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が66万５千

円以上であり、同年４月から６月までの３か月の間に受けた固定的賃金の

月平均額に、令和元年７月から令和２年６月までの間に受けた非固定的賃

金の月平均額を加えた額から算出した報酬月額が 60 万５千円以上 63 万５

千円未満である者

（２） 令和２年７月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 60 万５

千円未満であって、同年５月に固定的賃金の変動があり、同月から同年７月

までの３か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が66万５千

円以上であり、同年５月から７月までの３か月の間に受けた固定的賃金の

月平均額に、令和元年８月から令和２年７月までの間に受けた非固定的賃



金の月平均額を加えた額から算出した報酬月額が 60 万５千円以上 63 万５

千円未満である者

（３） 令和２年６月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 66 万５

千円以上であって、同年４月に固定的賃金の変動があり、同月から同年６月

までの３か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が57万５千

円未満であり、同年４月から６月までの３か月の間に受けた固定的賃金の

月平均額に、令和元年７月から令和２年６月までの間に受けた非固定的賃

金の月平均額を加えた額から算出した報酬月額が 60 万５千円以上 63 万５

千円未満である者

（４） 令和２年７月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 66 万５

千円以上であって、同年５月に固定的賃金の変動があり、同月から同年７月

までの３か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が57万５千

円未満であり、同年５月から７月までの３か月の間に受けた固定的賃金の

月平均額に、令和元年８月から令和２年７月までの間に受けた非固定的賃

金の月平均額を加えた額から算出した報酬月額が 60 万５千円以上 63 万５

千円未満である者


